
 

山梨県地域ＰＲ誌の制作・編集・印刷・配送業務に係る 

企画提案の募集について 

 
次のとおり山梨県地域ＰＲ誌の制作・編集・印刷・配送業務に係る企画提案を募集

します。  
 
平成２７年７月８日           

 山梨県県知事  後藤  斎     
 

 
１ 業務概要等 

業務名称 
 (1) 山梨県地域ＰＲ誌の制作・編集・印刷・配送業務  
(2) 業務目的 
県外者を主なターゲットに県内各地域に根付く特色ある地域資源（人、モノ、歴史、

文化、食、産業、自然等）を今までにない切り口で掘り下げ、写真を効果的に使って

山梨全体の魅力を発信する地域ＰＲ誌の制作・編集・印刷・配送業務を外部委託によ

り実施するものである。 
(3) 業務内容 

   別添「業務仕様書」による。    
２ 業務内容 

(1) 業務件名及び数量 

山梨県地域ＰＲ誌の制作・編集・印刷・配送業務一式 

(2) 業務の仕様等 

別添「業務仕様書」のとおり 

(3) 履行期間 

契約締結日から平成２８年３月３１日まで 

 

３ 企画提案の参加資格 

企画コンペに参加できるのは、次に掲げる条件をすべて満たす業者とする。 

(1) 県内に本社（本店）または事業所を有している法人又は個人であること。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は法人にあっ

てはその役員が暴力団員でないこと。 

(3) 提案作品を編集・制作したスタッフが、採用後も編集・制作に当たること。 

(4) 県内の地域事情に精通し、常に連絡が取れ、必要な都度面談できるスタッフを配置

できること。 

(5) 業務内容についての守秘義務を遵守できること。 

(6) 災害緊急時にも、本誌の業務を優先した体制の確保ができること。 

(7) その他、県の指示に対応すること。 



 

 

４ 企画コンペ実施要領等の交付 

「山梨県」ホームページからダウンロードすること。また、コンペ説明会でも企画コ

ンペ手続き等に係る関係資料を交付する。 

 

５ 企画コンペ説明会 

   平成２７年７月１４日（火）１０時００分から 

   場所：防災新館 ４０４会議室 

 

６ 企画提案参加資格確認申請書の提出期限 

   平成２７年７月２３日（木）午後４時まで 
提出は山梨県の休日を定める条例（平成元年山梨県条例第６号）に定める県の休日

（以下「県の休日」という。）を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後

４時までとする。 

 

７ 実施要領等に関する質問 

実施要領等に関する質問は電子メールにより行うこと。 

質問受付期限 平成２７年７月８日（水）～同年７月２３日（木）午後３時まで 

受け付けた質問については、「山梨県」ホームページにより随時取りまとめのうえ回

答する。なお、最終回答は平成２７年７月２７日（月）午後５時までに行う 

 

８  企画提案書等の提出期限 

平成２７年７月３０日（木）午後４時まで 
提出は山梨県の休日を定める条例（平成元年山梨県条例第６号）に定める県の休日

（以下｢県の休日｣という。）を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午   

後４時までとする。 

 

９ 審査方法 

   企画提案書及び企画提案作品のプレゼンテーションについて、「山梨県地域ＰＲ誌の

制作・編集・印刷・配送業務に係る企画コンペ審査会」において審査を行い、評価

が最も高い者を優先交渉権者として選定する。 

    

１０ その他 

   その他詳細は別添「山梨県地域ＰＲ誌の制作・編集・印刷・配送業務に係る企画コ

ンペ実施要領」及び「企画コンペ提案作品等仕様書」による。 


